
第Ⅰ 熊本県の保護の動向 

 
（平成２７年度総括） 

１ 保護世帯、人員及び保護率の状況 

   本県の保護の動向は、昭和５９年度以降は減少傾向が続き、平成８年度には保護率７．３３

‰となりました。しかし、平成９年度から増加に転じ、平成２７年度の年度平均で、被保護世

帯数２０，３０３世帯（前年度比４２０世帯増加）、被保護人員２７，０５６人(同２５４人増

加)、保護率１５．１５‰（同０．２２‰上昇）となり、全国の保護の動向と同様に、世帯、人

員ともに増加し、保護率も上昇が続いています。 

 

２ 事務所別保護の状況 

福祉事務所ごとの年度平均保護率をみると、熊本市を除く市部の最高は荒尾市の１８．７３

‰、最低は合志市の５．２６‰、郡部の最高は球磨の７．９３‰ 、最低は天草の２．２０‰と

なっており、地域間で保護率の大きな差異が見られます。 

 

３ 世帯類型別の状況 

   本県の年度平均世帯数を世帯類型別にみると、高齢者世帯９，８１６世帯（４８．６％）、母

子世帯１，００２世帯（５．０％）、障がい者世帯２，９１２世帯（１４．４%）、傷病者世帯３

，３３４世帯(１６．５％）、その他世帯３，１１９世帯（１５．５％）となっており、高齢者

世帯が約半数を占める状況が続いています。 

 

４ 労働力類型別の状況  

   本県の年度平均世帯数を労働力類型別にみると、非稼働世帯が１７，４６０世帯、構成比８

６．５％と、前年度比０．５ポイント減となっているものの、依然として高い数値となってい

ます。 

 

５ 保護の申請、開始及び廃止の状況 

   本県の年間累計では、前年度と比して、申請件数が１件減の３，６７７件、開始件数が５０

件増の３，１６９件、廃止件数が３０２件増の２，９０９件となっています。 

 

６ 保護の開始・廃止の理由別状況 

   保護開始件数を理由別にみると、世帯主の傷病を理由としたものが２０．５％、世帯員の傷

病を理由としたものが１．３％であり、傷病に起因するものが２１．８％、前年度比０．８ポ

イント減となっています。また、働きによる収入減少を理由としたものが１０．０%、前年度と

変わらず、年金・仕送り減少を理由としたものが２８．７％、前年度比０．２ポイント減とな

っています。保護廃止件数を理由別にみると、死亡等による廃止が２９．２％と高くなってい

ます。 

 

７ 保護開始世帯の保護歴・保護廃止世帯の受給期間別状況 

   保護開始世帯の保護歴の有無についてみると、保護歴なしの世帯が８８．８％、前年比１．

８ポイント減となっています。また、保護廃止世帯の保護受給期間をみると、１年未満が２５

．７％、１年～３年未満が２５．２％、３年以上が４９．１％となっています。 

 

８ 医療扶助の状況 

   医療扶助人員の年度平均は２１，３４０人で、被保護人員に占める割合である医療扶助率は

７９．３％（前年度比０．１ポイント増）と、約８割の被保護者が受給しています。医療扶助

人員のうち入院が１，８０３人（入院率８．５％）となっており、このうち精神疾患による入

院が８４６人と、入院のうち４６．９％を占める状況にあります。 
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